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経済論 叢(京 都大 学)第150巻 第2・3号,1992年8・9月

ロ ー カ ル ・ ミ ニ マ ム 論 の 検 討(1)

一 地方分権的行財政制度と内発的発展及び人間発達のシステム一

季 日
日 均

1は じ め に

現 代 にお け る地 方分 権 を妨 げ 中央 集権 を導 い てい る最 も重 要 な要 因 は,地 域

不 均等 発 展 の 問題 とナ シ ョナ ル ・ミニマ ム の思 想 で あ って,こ の 両者 は中 央 集

権 を必然 的 に導 く属 性 を持 って い る。 しか し,こ の両 者 は地 方 財 政統 制 の背 景

で あ って直接 的 な統 制 の手 段 では な い。 この両者 を背 景 に して実 際 に地 方 財 政

を統制 す る手 段 と して存在 して い るのは,中 央 集権 的 な地 方財 政 調整 制 度 と補

助 金 制 度 なの で あ る。

したが って,地 方分権 を妨 げ てい るのは,地 域不 均 等発 展 の 問題 ナ シ ョナ

ル ・ミニ マ ムの思 想,そ して 中央 集権 的 な地方 財 政 調整 制 度お よび補 助 金制 度

で あ る と言 え よ う。 ま さに地 方分権 を望 む な ら,こ の4点 を是 正 あ るい は排 除

しなけれ ば な らな い。

こ うした観 点下 に,次 の順 に したが って本稿 を展 開 す る。 第1に,現 行 の 地

方 財 政調 整 制 度 を批 判 し,さ らにその地 方 財政 調 整 制 度 の存 立 の背景 とな って

い る地 域不 均 等 発展 の問題 や ナ シ ョナル ・ミニマ ムの思 想 を批 判 す る。 つ ま り,

これ らに よ って.住 民生 活 に お け る画 一 的 な 「低 水 準 ・高 統制 」 の シス テ ム を

もた ら して い る とい う こ とを明 らか にす る。

第2に,こ の ナ シ ε,ナル ・ミニマ ム論 の 反発 と して登場 した の が シ ビル ・ミ

ニマ ム論 であ ったが,こ の シ ビル ・ミニマ ム論 は 決定 的 な欠 点 あ るいは限 界 が

あ った た め,む しろ中央 集 権 の ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム論 に打 破 され て しま った

とい うこ とを明 らか にす る。
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第3に ・ した が ・て'ナ シ ・ナル ・ミニマ 備 もシ ビル ・・ニマ ム論 も排 除

し,地 方 分権 的 な行 財 政制 度 を確 立 す るた めの新 しい 思想 と して ロー カル.ミ

ニマ ム論 を主 張 す る
。 そ して,こ の ロー カル ・ミニマ ム論 は,地 方分 権 お よ び

水 平 的財 政 調整 制 度 を必然 化 させ る と ともに,委 任 事 務 お よ び補 助金 を 自動 的

に整 理 させ る。 さ らに,内 発 的 発展 を通 じて地 域 不 均 等発 展 を各地 方 自治体 自

ら是 正 させ る と ともに人間 発 達 を可能 に させ,各 地 域 住 民 の生 活 にお け る個性

的 な 「高水準 ・低 統 制」 の社 会 シス テ ム を結果 させ る とい うこ と を明 らか にす

る。

要 す るに,本 稿 は,ロ ーカ ル ・ミニマ ム論 を提 唱 し,こ の ロー カル.ミ ニマ

ム論 に立 脚 して ,新 しい地 方 分権 的 な行 財 政 制 度 の確 立 と内発的 発 展 お よび人

間発 達 を可能 に させ るシ ステ ムへ の 方 向 を提 示 す る こ とを 目的 とす る
。

11ナ シ ョナ ル ・ミニ マ ム論 と地 方財 政 調整 制 度 の批 判

一 住民生活 における画一的 な 「低水準 ・高統制」のシステムー

1.地 域不均等発展 と地方財政調整 制度一一 その中央集権的な属性一

(1)地 域不均等発展 と地方財政調整制度

日本 にお ける地方財政調整制度の根拠 と して,地 域不均等発展に よる地方財

政 の不均等 を是正 し,す べての地域 にナ シ ョナル ・ミニマムを実現す るとい う

側面 を醐 す る岩元和鰍 授 の見解 と,租 税 の中央難 化 と経費の地方分散化

を通ず る地方財政統制の備面 を強調す る池 上 惇 教 授の見解 とが 対 立 して い

るD。

この両見解 は,前 者は地域不均等発展およびナ シ
ョナル ・ミニマムの保 障 と

い う地方財政調整 制度 が掲げてい る名 目的 な面 を強調す る見解であるといえば
,

後者 は これ らが地方財政 において実質的 に機能 している実際的 な面 を強調す る

見解 であ・て・ その内容は全 く異 に して・・ると言 えよ う
.し か も このナ シ.

1)

年繊 』響 財隙 同焔1979年,8エ 　 ・岩元・… 代・方財政論・臓11971
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ナル ・ミニマムは地方財政調整制度 の成立根拠 ではな く,後 で位置づけ られた

現代 におけるこの制度の存立の一つ の背景 なのである。以下,こ れ を明確 にし

なが ら,ナ シ ョナル ・ミニマム論 と地方財政調整制度 を批判す る。

ここでは,地 方財政調整制度 の成 立根拠 とな ってい る地域不均等発展の問題

について考察す る。

地域不均等発展は,資 本主義経済 の必然 的産物であ り,さ らに官僚的中央集

権 によって も助長 ・拡大 されて きた と言 えよう2)。

まず,資 本主義経済法 則による地域不均 等発展の必然性 とは,こ れは利潤最:

大化 をその基本法則 とす る資本主i義の発展 は,集 積 の利益 を求 めるために必ず

地域的に諸方 を集中 させ るとい うことであ る。つ ま り,資 本主義下では,も と

もと農業 の発展や生 産性 と工業 の発展 や生産性 との格差が生 じて,農 村か ら都

市 への資本や労働力の集中 ・集積が誘導 されて,ま ず都市 と農 村 との間 に経済

力や財政力の不均等が進む。さ らに,こ のように して諸方の集積 した都市 に よ

る農村への浸透 と支配 によって,地 域不均等発展は一層拡大 され て きた。

加えて,官 僚的中央集権 によって も地域不均等発展 は助 長 され,そ の不均等

は一層拡大 された。池上惇教授が 「管財癒着 の構造 は官僚的 中央集権 を生みだ

し,地 域経済相互 間の格差 を拡大 し,地 方財政力の格差 を拡大 しなが ら進行す

る。」a)と指摘 したよ うに,官 僚的中央集権 によって地域不均等発展は拡大 され

る とともに,こ の両者ぽ一方向に働 くのである。 これは地域が不 均等 になれば

なるほ ど国家の地方財政への介入の根拠 を拡大 し,そ の過程 で国家権力の浸透

は容易になって,中 央集権 を強化す ることがで きるか らである。

要す るに,地 域不均等が進 む と国家権力が強化 され るのに対 して地方 自治体

は ます ます弱化 し,行 政や財政上の権力 を もつ国家 の介入や支配 を地方 自治体

がや むを得ず受けなければな らない とい うことにな る。 この官僚的中央集権 に

よる地域不均等発展 の助長 および拡大の傾向は,今 日までの国家 による地域開

2)拙 稿 「地方財政危機の原因としての地域不均等発展(1>」経済論叢146巻2号,1990年,5〔ト56ペ
ージ参照されたい。

3)池 上惇,前 掲書,36-35ページ。
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発政策 の実態 によく示 されてい るのであ る4》。

以上 のように,地 域不均等発展 の問題は,た だ その経済力の格差の問題 に と

どまらない。そのきわめて重要 な側面 は地域不均等発展が進む とそれに よって

官僚的中央集権 が強化 され るとい うことにある。つ ま り,島 恭 彦教授 が 「地方

財政論 におけ る中央集権 の問題は,こ れを うらが えせば,地 域的不均等発展 の

問題 となる。」5)と優 れて指摘 したよ うに,こ れ をさらに うらがえせば,地 方財

政論 にお ける地域不均等発展の問題は中央集権 の問題 とな る。 これが地域不均

等発展 と地:方財政 におけ る中央集権 との関係であ り,地 域不均等発展の問題 の

中央集権的 な属性 なのであ る。

ところで,地 域不均等が拡大するにつれて地域 間財政力の格差 が生 じ,地 方

自治体 が国家か らの資金の再配分 を受けなければな らない とい う状況 になって

国家の地方 に対す る権 力が浸透 する。 したが って,地 域不均等発展 の問題 は,

これ に伴 って中央集権が強化 されてゆ くとい うことにあ る。 この中央集権 の強

化の一つ の形態 として税 源の中央集権 があ らわれ,そ れを地方に分散す るとい

うところに地 域不均等発展 を背 景 とす る地方財政調整制 度の成 立根拠 があ る。

地 方財政調整制度の成立根拠 を解 明す るにあた っては,名 目的 に掲げ られ てい

る地域不均等発展に よる地方財政力の格差の是正 とい うそれ意味 よ りも,地 域

不均等発展の問題が実際 に地方財政において機能 している中央集権化 とい う過

程 の中で把握 しなければ な らないのである。

したが って,池 上惇教授 の見解 を踏 まえて言 えば,地 方財政調整制度の成立

根拠 は,資 本主義 の利潤最:大化 の経済法則による地域経済 の不均等発展 と官僚

的中央集権 による地域不均等発展の拡大 を背景に して,中 央 に集中 した諸権 限

の一つである歳入(税 源)の 中央集権 を,国 が歳出 を地方 に分散す るにあた っ

て,地 方財政 を統制 ・管理す るための手段 として成立 した と言 えよう。

このよ うな地域不均等発展 を背景 として中央集権 による地方財政統制の手段

4)拙 稿,官 『掲 稿,56-61ペ ー ジ参 照 さ れ た し・。

5)島 恭 彦 「財 政 学 概 論 」 岩 波 密 胤 ユ981年,261ペ ー ジ。
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として成立 した中央集権的 な地方財政調整制度は,今 日においては公共投資や

地域開発 の手段 として も利 用され ることに よって,一 層地 域不均等発展 の拡大

と中央集権 を強めなが ら,地 方行政水準の画一化 を通 じて 自主的 ・創造 的な地

方 自治体 の行政 を抑制す る機能 をはた してい るのである。要 す るに,中 央集権

的 な行財政構造下では中央 集権 的な地方財政調整 制度が必然 的なのであ る。

以上の よ うに,地 域不均等発展の問題は結局中央集権 の問題 であるか ら,地

域不均等発展 を徹底的 に是 正す るためには中央集権 を打破 す るしかないので あ

る。 そのためには,い うまで もな く,地 方 自治体 に事務お よび税源 を委譲す る

ことが必要 である。資本主義経済 の必然性 による地域不均等発展の問題 は残 さ

れ るが,こ の是正は地方分権的な行財政制度下 の民主主義的 な地 方財政調整制

度 を併用す ることによ らなければな らない。

この ようなシステムの下 では,各 地方 自治体 が豊富 な行財政の権限 を持 って,

住民 のニーズと創意 に基 づいて各地域の固有価値 を見出 し,そ れ を活 かす よう

な地域開発 を通ず る内発 的発展 を図 ることによって,各 地方 自治体 自ら地域不

均等発展 を是正 してい くことがで きる。 したが って,中 央集権の.打破 と地域不

均等発展の是正は同時 に達成 され るのである。 これが本稿 の提唱す る目一カル

・ミニマ ム論 の基本原則お よびその作用の一部 なのであ る。

② 日本地方財政調整 制度の成立根拠
一 地域不均等発展を背景 とする中央集権の強化への新方向一一

以上で,地 方財政調整 制度 は,地 域不均等発展 を背景 として中央集権 による

地方財政統制の手段 として成立 した と述べた。 ここでぽ.実 際 に 日本 におけ る

地方財政調整制度の成立過程 を検討す ることによって,こ れ をよ り明 らかにす

る。

日本 における地方財政調整制度は,昭 和初期 に地域不均 等発展 による農村財

政 の窮乏 を救済す るた めの農村救済策 として登場 した。 これ は,当 時におけ る

この制度の代表的主張者 の見解 に よく示 されてい る。例 えば,官 界の代表的主

張者 として昭和6年 この制度 を初 めて提唱 した当時内務省事務官の永安百治民
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は,地 域不均等発展 による農村 負担過重 を救済す るために,当 時 の両税委譲 と

い う地方分権 的 な方法 に反対 し,補 助金の形式 としての中央集権的な地方財政

調整制度 の導入 を主張 した。 また当時同 じく内務省事務官であった三好重夫氏

も,資 本主義 の発達 によって地方団体間 に著 しい不均衡が生 じて いると指摘 し,

その解決策 の一つ として地方財政調整制度 を提唱 した。そ して学界の代表的主

張者 として,当 時京都大学教授 であ った汐見三郎氏ば,地 域不均等発展 による

富の大都市集中 と地域間財政力 の格差 を指摘 し,そ の解決策 の一つ として地方

財政調整制度 を主張 した。 また当時大阪商科大学経済研究所教授 であ った藤谷

謙二氏 も,地 域不均等発展 と税額の中央集中によって,地 方団体は一般的 に財

政 窮乏 してい るが,そg財 政窮乏の程度 において相対的に格差が生 じてい ると

指摘 し,解 決策 の一つ と して地方財政調整制度 を主張 した。

以上 のよ うに,当 時の代表的主張者は,地 域不均等発展 による地方特 に農村

の負担過重 を救 うためにこの制度の導入 を提起 した ところまでは同 じであ った

が,こ の地方財政調整制 度の地方財政 におけ る機能す なわち地方財政調整制度

の捉 え方 には著 しく相違 があった。つ ま り,永 安百 治民は当時 の地方財政 を救

済 す るためには地方財政調整制度が唯一の方法 であ るとい う 「交付金単 一論」

を主張 し,こ の交付金制 度によって,中 央集権 を一層強化す る とい う中央集権

的 な地方財政調整制度 を主張 したのに対 して,他 の3人 は独立税源主義 に立脚

して,税 源委譲 あるいは国費地方負担区分の是正な どと併 用 して地方財政調整

制度 を実施す べ きであるとい う 「交付金併 用論」 を主張 し,こ の交付金に よっ

て地方財政ゐ 自主性の強化お よび地方財政 の確立を通 じて地方 自治を発展 させ

てい くとい う意味での地方財政調整制度の主張であって,大 き く対立す る形 で

.地方財政調整制度の導入 を主張 していたのであ る6)。

6)拙 稿,「 地方 財政 調整制 度 の成立過 程 におけ る論 者 の見解 とそ の帰結 一 地方 財政 調整制 度 の

中央 集権的性 格 に関 す る一 考察 一 一(1)(2)」都 市問 題,84巻1号1993年1月,84巻3号1993年3月 。

そ して,当 時 の交 付 金制度 の代表 的主 張者 間 におけ る論 争 につい てぽ,拙 稿 「地 方財政調 整制 度

を め ぐる代表 的 論者 聞の論 争 とその 現代的 意義 ・一 民主 主義 地方財 政調 整制度 の確 立へ の一つ の

試 み に よせて一 」 経済 論 叢,1992年4・5・6月 。
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一方 ,以 上の官 界および学界か らこの制度の導入の主張の影響 を受け,昭 和

9年1月 第65議 会 において,地 方財政調整 制度 に関す る法案が初 めて議会 に上

程 された。 この第65議 会 に提出 された衆議院3派 の地方財政制度 の法 案 も,地

域不均 等発展 を背景 とした農村財政 の窮乏 を救済す るためであ ったことは上記

の代表 的主張者 と同 じであ った。 しか しその内容において も,各 政党は永安百

治民の中央集権的 な地方財政調整制度 と見解 を受 け入れた。要す るに,国 民同

盟 ・政友会 ・民政党 も交付金制度の 目的 お よび使途 を農村 の負担過重 の軽減 に

限定 し,さ らに地方財政 の監督 を徹底的 に規定 していたのである。

このよ うに,3党 によって議会に現れ た交付金制度の特徴は,地 域不均等発

展 を背景 にして生 じた農村の負担過重 を軽減す るとい う目的下 に,交 付金制度

を中央集権的 な紐 付 きの補助金 として取 り上げ,使 途指定 とともに地方財政監

督 の徹底 を要求 した。 この見解 が成立す るまでに一貫 して貫かれ,結 局は中央

集権的 な地方財政調整制度が成立 した ものである。

ところで,こ の中央集権的 な地方財政調整制度が成立す る裏 で地方分権論は

徐 々に衰退 ・挫折 してい った。つま り,昭 和9年 第65議 会において,従 来 まで

地方分権 的な両税 委譲案 を主張 した政友会が,中 央集権 的な交付金制度 を主張

した。 これを契機 に して地方財政におけ る地方分権論は衰退 し,中 央 集権的な

地方財政調整制度が地方財政救済 の中心課題 となったのである。 さらに昭和10

年第67議 会においては,地 方分権的 な両税委譲の支持者であ った高橋蔵相が こ

れ を放棄す るこ とに よって中央集権的 な地方財政調整制度 の成立に拍 車を加 え

ることになったのである。 こうした面では,日 本におけ る地方財政調整制度の

成立は,地 方財政 におけ る地方分権論の挫折 と中央集権 の勝利 の表れ であった

と毛言 えよう7)。

要す るに 日本における最初の地方財政調整制度 であった 「臨時町村財政補給

金」の成立は,地 域不均等発展 を背景に して農村 における地方税 負担 の軽減 と

7)拙 稿,「 地方分権論の挫折と中央集権的地方財政調整制度の成立過程一 議会における地方財

政制度の実施をめぐる論議を中心に一 」財政学研究,1993年7月 掲載予定。
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い う建 前 の も とで,実 際 には 中央 集権 の強化 に よ る地 方 財政 統 制 の手 段 と して

成 立 され たの で あ る。

2.ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム論 と地方 財 政 調整 制 度 一 その中央集権的 な属性一

(1)ナ シ ョナル ・ミニマ ム論 と中 央集 権

以 上 の よ うに,地 方 財 調整 制 度 は地 域 不 均等 発 展 を背 景 に した地 方財 政統 制

手 段 と して成 立 した。 これ が地 方 財政 調整 制 度 の成 立 の根拠 であ る。 これ に加

え て,資 本 主義 が さ らに発 展 す る と地 方財 政 調 整制 度 の根 拠 と して新 た にナ シ

ッナ ル ・ミニマ ム の保障 とい う側面 か ら も位 置 づ け られ て きた。

A.H.ハ ンセ ンは,交 付 金制 度 の根拠 と して,(1)各 地 域 の経 済 的生 産 力 と

州 や地 方 団体 の財政 力 の不 一致,② 近 代 的社 会 行政 の増 大,③ 地 方団 体 の

諸行 政 のナ シ ョナ ル な性 格 の濃 化 とナ シ ョナ ル ・ミニマ ムの維 持 とい う3っ を

あ げた8)。 それ か ら.ナ シ ョナル ・ミニマ ムの保 障 の手 段 と して も地 方 財政 調

整 制 度 が うけ いれ られ る よ うに な った。

とこ ろで,こ の ナ シ 三ナ ル ・ ミニマ ム とは,国 民 が どの地 域 に居 住 しよ う と

も公的 に保 障 され るべ きサ ー ビス の水準9),つ ま り国家 的 必 要最 低 行政 水 準 な

の で あ る。 これ は,ユ9世 紀末 に イ ギ リス の ウ ェ ップ夫妻 に よ り提 唱 され た 考 え

方 で あ った が,1942年11月 イ ギ リス の べ ヴ ァ リッジ報 告(Beveridgerepor亡)

の 中 で、 社 会 保障 計 画 の基 本 原 則 の 一つ と して,全 国民 に最 低生 活(national

minimum)を 保障 し よ うとい う画期 的 な社会 保 障 計 画 を提 言す る ことに よ っ

て,こ の ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム とい う言 葉 は有 名 とな った。

この ナ シ ョナル ・ミニ マ ム論 は 現代 にお け る地 方分 権 を妨 げ る最大 の一 つ の

要 因 とな って い る。 日本 を含 めた先 進 諸 国 は,第2次 世 界 大戦 後 に福 祉 国 家建

設 に注 力 して きたが,そ の理 論 的基 盤 とな ったの が ナ シ ョナル ・ミニマ ムの思

8)藤 田武夫 「地方財政調整交付金論序説一 　ンセン所説の批判を通じて一 」立教経済学研究

12巻4号,1959年,4-5ペ ージ。 原書は,A.H.Hansen&Perloff「State.and.LocalFinancein

theNationalEcono皿y」 工945年,141ペ ージ。
9ノ 池上惇 「財政学一 現代財政システムの総合的解明一 」岩波書店,1990年,117ペ ージ。
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想 であ った 。福 祉 国 家 の基 礎 的 な機 能 で あ る所 得再 分 配 をお こなお う とす れ ば,

原 則 として財政 構 造 は 中央 集権i型 た らざ るを えな い の であ る10)。 つ ま り,ナ シ

ョナル ・ミニマ ムの 実 現 を 目的 と した福 祉 国家 建 設 のた め には,行 財 政 を さ ら

に中央 集 権 的 に強 め なけれ ば な らない。 それ に よ って,国 家 統 制 下 の全 国 一 律

的 ・画一 的 な行 政 を実施 す る こ とがで き るの であ る。 その結 果,地 方 自治体 は,

国 の決 め た ナ シ ョナル ・ミニマ ム とい う全 国一 律 の基 準 に よ って 与 え られ た 業

務 を代行 す る国 の代 行機 関 とな って しま った。 さ らに地域 特 性 や そ の住 民 の個

性 ・創 意 の発揮 とい う人 聞 発 達 の機 会 が不 当 に抑 制 され て きた の であ る。

この よ うに,国 に よ る福祉 国家 の建 設 とい う実 状 は,地 方 自治 体が 国の定 め

た 福祉 目標 の実 施 機 関 にす ぎず,し か も地 方支 出 と地 方税 収 との ギ ャ ップ を埋

め るた め に,国 か らの財政 トラ ンス フ ァーに多 くを依 存 しなけ れ ば な らな くな

った ことを意 味 して い る。 また,行 政 の 画一 化 に よ って,需 要 す る側(住 民)

の 自由 が厳 し く制 限 され る と,住 民 ニーズ に合 わ ない行政 に よる厚生 ロスが 生

じるだ け で な く,供 給 す る側(行 政)で 自己改革 す る意欲 が失 わ れ,サ ー ビス

の 質 や行 政 効率 が低 下 しが ちで あ るm。

以上 の よ うに,ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムの思 想 それ 自体 が行 財 政 の 中央 集権 を

必 然 的 に前 提 と して お り,さ らにそれ に伴 う全 国画 一 的行 政 に よ って,各 地 方

の資 源 や ニー ズ を活 か した真 に地域 住 民 の創 意 に よ る地域 づ く りは抹 殺 され る

とい うこ と も必然 的 に前提 され て い るので あ る。 この ナ シ ョナル ・ミニマ ム論'

は,地 方財 政 にお け る中央 集権 お よび地 方 財政 統制 の面 で,前 述 の地 域 不 均 等

発 展 の問題 とま った く同 じメカ ニズ ムを もってい る と言 え よ う。 これ が ナ シ ョ

ナ ル ・ミニマ ム論 の 中央 集権 的 な属 性 なの で あ る。

そ の上,国 家 に よ る全 国画 一 的 な行 政 とい うの は,国 家 政 策 の優先 原 則 に立

ってお り全 般 的 にそ の行政 水 準 は で きるだ け低 い水 準 に と どま る ことに な る の

で あ る。 つ ま り,ゴ ミ処 理,保 育所,学 校,下 水 道 な どの住 民 生 活 に密 着 して

ユ0)林 健 久 「福 祉国 家の財 政学」 有斐 閣,1992年,76ペ ー ジ。

工1)斎 藤 慎外2人 共 著 「地方 財政論」 新世 社,1991年,163ペ ージ,176ペ ー ジ参照 。
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い る行政 につ い て は,ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムが 小 さ く見積 られ て お り
,住 民生

活 の質 は つ ね に最 低 限 か ら脱 出す る こ とが で きな くな って い る。

要 す るに.最 もナ シ ョナル な性 格 の強 い社 会 保 障 ,教 育,保 健 衛生 ・住 宅 な

どの近 代 的 な社 会行 政 にお い て も 「ナ シ ッナル」 とい う言葉 ぱ ,「 ロー カル」

に対 して全 国 的 とい う意 味 は も ってい るが ,そ れ は決 して国 民大 衆 全体 の要 求

に も っぱ ら従 う とい うよ うな意 味 を もつ もの では ない
。 したが って,そ こに要

請 され る行 政 水準 の ナ シ ョナル ・ミニマ ムの 内容 もま た主 と して 独 占資 本 か ら

み て社 会 不 安 に対 応 して労 働 力 を把 握 しつ つ,そ の合 理的 利 用 を図 るた め に最:

低 限 に必 要 な もの,或 は生産 技 術 の進 歩 や企 業 経 営 の複 雑 化 に応 じて ,一 般 の

労 働 力 に 必要 とされ るか ぎ りで の知 識 をあ た え る とい う意 味 で の ナ シ
ョナル ・

ミニマ ム で あ って,決 して国 民 大衆 が 自 らの生 活上 必 要 とす る社 会 保 障 や教 育

の ミニマ ム とい う こ とで は ない の であ る12)。

以 上 で 明 らか に な った よ うに,ナ シ ョナル ・ミニマ ムの 思想 は ,行 財政 にお

い て 中央 集権 の強 化 を必然 化 させ る。 交 付金 制 度 と補 助 金制 度 をそ の手 段 と し

て利 用 して地 方財 政 を統 制 しなが ら,国 家 政 策優 先 の全 国画 一的 な行 政 を実施

さ せ る こ とに よっ て,地 方 自治体 は 不 当 に単純 化 ・画 一化 され る とと もに そ の

住 民 の個 性 ・創意 とい う人 間発 達 の機 会 が不 当 に抑 制 され て きた
。 要 す る に,

各 地方 自治 体 の住 民生 活 に お け る画 一 的 な 「低 水準 ・高統 制」 の社 会 シス テ ム

を もた ら した の で あ る。 第二 次世 界 大戦 後 ,先 進 諸 国 に比 べて遅 れ て い た社 会

資 本 な どの整 備 目標 を ナ シ ョナル ・ミニマ ム と して規 定 し,事 業 の優 先順 位 を

決 め,そ れ を現 実 の行 政 に反 映 した ことは意 義 が あ った と して も,今 やナ シ ョ

ナ ル ・ミニマ ム思 想 に よ る中央 集 権 的 な地域 づ く りあ るい は政 策決 定 が時 代遅

れ の もの とな った ことは 明か で あ り,住 民生 活 にお け る 「低水 準 ・高統 制 」 に

ほ か な らな い こ と.を認 識 しな けれ ば な らな い。

した が って,こ の ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムの 思想 を排除 しなけ れば な らな い
。

それ は 中央 集権 の 打破 にほ か な ら ない。 そ の た めに は ,地 方 分 権 的 な行 財 政 制

12)藤 田武夫,前 掲稿,19-20ペ ージ参照。
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度 を確 立 して.住 民生 活 の水 準 お よび事 業 の優 先 順位 を各 地 方 自治体 の そ の住

民 の 必要 と創意 に基 づ い て,そ の質 を向上 して い く こ とが で きる社 会 シス テ ム

に転 換 しなけれ ば な らない 。 これ が す な わ ち ロー カル ・ミニ マ ム論 で あ る。

② ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム と地方 財 政 調整 制 度

前 述 した よ うに、A.H.ノ ・ソセ ンに よ って,地 域不 均 等発 展 の 問題 に 加 えて

ナ シ ョナル ・ミニマ ムの保 障 とい うの が地 方財 政 調整 制度 の根拠 とされ るこ と

にな った。

ハ ンセ ンは ,あ る程 度 貧 しい地 方 に対 し,必 要 に応 じて 変動 す る最 低水 準 の

行 政 を維 持 し うる よ うな交 付金 を交 付 す る こ とは,全 体 と しての 国 民 の利 益 の

上 か ら必 要 で あ る18)と述 べ,ナ シ ョナル ・ミニマ ムの保 障 の手段 と して地 方 財

政 調整 制 度 を高 く評価 して い る。 しか し前 述 で 明 らか に な った よ うに,ナ シ ョ

ナ ル ・ミニマ ム論 それ 自体 が行 財 政 に おけ る中央 集権 を必然 化 させ て い るか ら.

そ の保 障 手段 と して の地 方財 政 調整 制 度 は 当然地 方 財 政 の統 制 の強 化 の方 向 に

働 くので あ る。 つ ま り.ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム論 は中 央 集権 的 な地方 財 政 調 整

制 度 を必 然 化 させ るの で あ る。

実 際 現行 の地 方交 付税 は ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム を基 準 として算 出 され て い

るが,そ の際 のナ シ ョナル ・ミニマ ムは地 方 自治体 や 住 民 の必 要 か ら決 め られ

るの で な く,国 の財 政 的都 合 に よ って一 方 的 にお しつ け られ,こ れ に従 わ され

る形 とな ってい る。 さ らに 「国 家 に よ り,政 治的 矛 盾 が激 化 しない範 囲 で最 小

限 に しか と りいれ られ ない傾 向 が あ って,」14)結局,住 民生 活 にお け る画 一 的 女

「低 水 準 ・高統 制」 の シス テ ムが定 着 させ られ て きた。

以 上 の 分 析 を総 合 して,こ こで地 方 財 政 調整 制 度 の成 立根 拠 を よ り明 らか に

し よ う。地:方財政 調 整制 度 の成 立根 拠 は,確 か に地 域 不均 等発 展 を背 景 に した

中央 集権 の一形 態 で あ る歳 入 の 中央 集権 に よって,歳 出 を地 方 自治体 に分 散 す

る過 程 の 中で,地 方 財政 を統 制 す る手段 とい う ことで あ る。 そ してナ シ ョナ ル

13)同 上,10ペ ージ。

14)吉 岡健 次 「現代地 方財政 の展 開」 税務経 理協 会,昭 和63年 ,ユ25ペ ー ジ、
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・ミニマムの保 障の手段 としての地方財政調整制度の根拠 は
,こ の制度 の成立

根拠 とい うよ りも,こ の制度の強化 ・再編成の過程 で地域不均等発展 の問題 に

加 えて新 たに位置づ け られた,現 代におけ る地方財政調整制度の存立の一 つの

背景 となってい ると言え よう。 さらに.地 域不均等発展 とナ シ
ョナル.ミ ニマ

ム を含めた現代 における地方財政調整制度の存立の根拠 も結局は上記 と同 じで

ある。なぜ な ら,地 域不均等発展の問題 とナ ショナル ・ミニマ ム論は同 じく行

財政 の中央集権 にほかな らないか らであ る。要す るに,地 方財政調整制度 の存

立 の根拠 が,地 域不均等発展 に よる地域財政力 の格差 の是正 とい う名 目であれ
,

ナ ショナル ・ミニマムの保障 とい う名 目であれ,そ れ は地方財政調整制度が掲

げ ている名 目的 な 目的にす ぎず,実 際に この両者が地方財政に機能 しているの

は中央 集権 による地 方財政統制 にほかな らない。 したが って,こ の両者 を含ん

だ と して も,地 方財政調整制度は,池 上 惇教授が主張 しているよ うに,結 局 は

歳入 の中央集権化 と歳出 の地方分散化の過程で地方財政 を統制す る手段 として

成立 し,存 立 してい るとい うことになるのであ る。

以上 のよ うに、 ナシ ョナル ・ミニマム論 は中央集権的 な垂直的財政調整制度

を必然化 させ る。 したが って,地 方分権的 な水平的財政調整制度 を必然化 させ

る ・一カル ・ミニマム論 を確立 し,こ の ローカル ・ミニマ ムの保障の手段 とし

て地方財政調整制度 を機能 させ るとい うシステムへの転換 を求めなければな ら

ない。

3.ナ シ ョナ ル 。ミニマ ム とナ シ ョナル ・マ クシマ ム

ー その地方財政統制の最大化のメカニズムー

(1)地 方 交 付税 と補 助金 との曖 昧 さ

一 ナシ ョナル ・ミニマムの保障の両大支柱一

以上 の ナ シ ・ナ ・い ミニマ ム の思 想 は,今 日にお い て地方 財 政統 制 の最 大化

の メ カニ ズ ム と して機 能 して い る。 以下 で は,こ の.ナシ ョナ ル ・ミニツ ムがい

か に して ナ シ ョナ ル ・マ ク シマ ム とな って,地 方 財 政統 制 を最 大化 してい るの
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かを明 らかにす る。 ここでは,ま ずその前提 として,現 行 の地方交付税の変遷

過程 と,そ してナシ ョナル ・ミニマ ムの保 障の手段 とされてい る地方交 付金 と

補助金 との区別が曖昧にな ってい ることを明確 に しておこ う。

日本におけ る地方財政 調整制度は,中 央 集権 を強め地方財政統制 を強化す る

手段 として1936年 「臨時町村財政補給金」 の成立 に始 まることは前述 した とお

りである。それが1940年 戦時下15)の中央集権 をよ り強化す るために,「 地方分

与税」 に改正 され ることによって この制度 は恒久化 された。

ところが戦後1950年 に民主主義的 な改革 の一環 として シャウプ勧告 に基づい

て 「平衡交付金」 が創設 された。 この平衡交付金制度は,補 助 金の削減1e)や地

方財政委員会の作用な どによって,国 の統制 をで きるだけ排除 して民主主義的

な地方財政調整制 度が確立 したかに見 えた。 しか しこの制度はわずか4年 で幕

を閉 じ,1954年 現行 の中央 集権的な 「地方交付税」 に改悪 され た。 この意味 を

端的 にいえば,平 衡交付金 の下では中央 集権 の強化 ができず,地 方交付税 の下

では中央集権 の強化がで きるとい うことであった。

ところが,平 衡交付金か ら地 方交付税 へ改悪す る過程 において,地 方分権 的

な行財政制度 の確立への機会 はあった。 それは シャウプ勧告 をよ り具体化 しよ

うと した神戸勧告であ った。結局は この神戸勧告が無視され.中 央集権 的な行

財政制度の強化 を答 申 した政令諮問委員会の答 申が採択 させ ることに よって,

中央集権 的な地方交付税 が成立 したのであ る17)。

この ような 目的下 に成立 した地方交付税 が地方財政統制 の手段 とな ることは

当然の ことであ るが,さ らにこの地方交付税は,よ り中央 集権的 な地方財政統

制の手段 として機能 させ るため に,国 に よって徐 々に変質 され,今 日にお いて

は実に補助金 と同様の財源 になって しま ったのである。

地方交付税 の補助金化への変質の第1歩 ぽ,1969年 か ら投資的経費 の財政審

15)拙 稿 「地 方 財 政 統 制 手 段 と し て の 地 方 交 付 税 一 交 付 税 に よ る ナ シ ョナ ル ・マ ク シ マ ム 統 制 に

つ い て(1)」 経 済 論 叢147巻1・2・3号,1991年,22ペ ー ジ。 裏1参 照 さ れ た い。

16)拙 稿,同 上,29ペ ー ジ。 表2-1参 照 され た い 。

17)拙 稿 同上,36ペ ー ジ。 図1参 照 され た い。
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要 で 「事業費補正」 を導 入 してか ら国の計画,施 策の実施 に対 して地方交付税

をそのための財政保 障に傾斜 させ ることによって地方交付税の特定財源化,補

助金化が進 んだ とい うことである。 この事業費補正方式は,国 家の施策 を もっ

と容易に地方 に実施す るために導入 されたのである。

第2は,財 源対策債がほ じめて発行 され た1975年 か らは,地 方交付税の一部

が地方債 で賄われ た とい うことであ る。つ ま り,本 来地方交付税 で措置すべ き

財源不足額 を地方債や交付税特別会計借入金 とい う借 金に依存 している。 した

が って,一 般財源であ るはずの地方交付税が地方債 で補充 され ることに よって,

その分だけの金額は特定財源 となって中央統制 を受 け るとい う現実 であ る。

第3は,さ らに1985年 か らは,補 助金 カ ッ トによる地方負担増 を補充す るた

めに地方交付税が利 用され,一 般財源 としての意味 が もっと喪失 した とい うこ

とであ る。要す るに,上 記 の2つ の地方交付税 の特定財源化の傾向の上で,今

度は,一 般財源 である地方交付税 が,直 接 に補助金化 に転化す る形態 であ った。

以上 のよ うに,今 日における地方交付税 は,地 域不均等発展に よる地方財政

力の格差 の是正やナ シ ョナル ・ミニマ ムを保障す るとい う名 目下 で行われ てい

るが,地 方財政統制 の面では補助金 とほぼ同 じ性格で機能 してい るのであ る。

したが って,補 助金 と地方交付金 との曖 昧 さは強ま ってい る実情 であ る。

一方
,補 助金の場合は どうなのか,補 助金 と地方交付税 を比較す ることによ

って,補 助金 と地方交付税 との曖昧 さをよ り明 らかにす る。

第1に,上 記 の とお り,本 来な らその性質 を異 にす るはずの地方交付税 が補

助金化 した とい うことが挙げ られ る。つ ま り,地 方交付税が補助金 と最 も異 な

る点は,そ の使途が特定 され ないとい う点 にあるが,し か し今 日の地 方交付税

18)佐 藤 進,高 橋誠 編 「地 方財政 読 本」 東洋 経済新 報社,昭 和62年,163ペ ー ジ。 原書 は,N.P.

Hepworth「TheFinanceofLocalGovernment」1972年,7th,1964年,chaplll .

旦9)補 助金 の第1の 根拠 は,生 産 や生活 の社 会化 に よ って,ナ シ 。ナル ・ミニマ ムが必要 となって

きた の にたい して,地 域経 済の不均 等発展 の結 果,地 方財政 が ア ンバ ランスなた めに中央 政府 が

財 源 の普及 をせ ざるをえな い とい うこ とで あった。 ……政府 が公共 投資 ・サ ー ビスを全国 で画 一

的 に お こな うた めに補助 金 が必 要 とな った の であ る。宮 本憲 一 「補 助金 の政治経 済学 」朝 日新 聞

社:,1990年,12ペ ージ。
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は補助 金のよ うな特定財源 として誘導 され てい るので ある。

第2に,現 代におけ る補助金の存立の根拠 として,ナ シ ョナル ・ミニマムの

維 持 とい うのが一般 に挙 げ ら.れている。例 えば,N.P.ヘ ップ ワースは補助金

の根拠 として,(1)地 方税源の欠陥,② 地 方団体 の財政 力の不足,(3)ナ シ

ョナル ・ミニマムの維持 の必要 とい った3っ を挙げてい る18)。また宮本憲一教

授 も,ナ ショナル ・ミニマムの維持 を補助金の第1の 根拠 として挙げ てい る19)。

とい うことは,地 方交付税 と補助金ぽその存立 の根拠 が同 じであ るとい うこと

を意 味 してい る。つ ま り,補 助金 と地方交付税 は,今 日においてナシ ョナル ・

ミニマムの維持 のための両大支柱 となってい る。

第3に,こ のよ うに補助金 と地方交付税の根拠が同様 であって,さ らにその

機 能 も同様である とい うことである。要す るに,地 方交付税の場合,地 方行政

の画一化 を進 める とともに地域開発の手段 として利 用 され ることによって,地

域不均等発展 を拡大 してい ると述 べたが,補 助金の場合 も,島 恭彦教授 が 「国

庫補助金は地方行政 の国民的最低基準を維持す るために支 出さ.れるものであ り,

地 方行政の均衡化 と画一化 を進 める。 しか しこの行政 の均衡化 は地域的経済力

や財政力がたえず不均等化す る中で進行 してい るのであるか ら,ま た新たな不

均 等を生み出す原因になる。」2ωと指摘 した ように,両 者は地方財政 において同

じ作用 をはた してい る。つま り,両 者 とも地方行政 の画一化および地域不均等

発展 の拡大,そ して中央集権化 を進 め,そ の中央集権の強化によ る地方財政統

制 の手段 として機能 してい るのであ る。

第4に,補 助金は,法 律補助 と予 算補助 とに大別 され るが,国 の予算措置 と

して裁量権 に よって補助 され る予 算補助は補助金全体 の約10%に す ぎず,特 定

の法律 に基づいて補助 され る法律補助が約90%を 占めてい る。 さ らに,こ の法

律補助 の場合 において も,義 務教 育職員の給与の ような一般行政 にかか るもの

が60%も あ って,こ れは完全 に地方 自治が実施 され て もどうせ地方 自治体が支

払 わなければ ならない金額であることを考 えるならば,補 助金 のその金額 もす

20)島 恭 彦,前 掲 書,288ペ ー ジ 。
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べ てが統制金額であ るとはいいが たいのである、だか らこそ,地 方交付税 と補

助金 との区別の曖昧 さが もっと強 くなるのであ る。

以上 の ように,現 在 では地方交付税 と補助金 の性格 の区別は曖昧であ り,両

者は等 しくナ シ ョナル ・ミニマムを保障す るとい う名 目下 に,地 方財政統制の

面での等 しく強力 な手段 となってお り,地 方財政統制 を最大化(ナ シ ョナル ・

マ クシマ ム統制)す る手段 として今 日に作用 しているのである。 これ を以下 で

見てみ よ う。

(2)ナ シ ョナル ・ミニマムとナシ ョナル ・マ クシマム

さて,地 方交付税 と補助金の性格 の区別は曖昧 になって きた とはいえ,金 の

流れの点では両者 に大 きな違 いが ある。つ ま り,補 助金 は都市 に流れてお り,

地方交付税 は農村 に流れ てい.る。一般 には これ を地 方交付税 の財源保障 あるい

は財政調整 の機能 である と高 く評価 してい る。 もちろん民主主義的 な地方財政

調整制度下 に,ま さに一般財源 と しての地方交付税 であれぼ高 く評価すべ きで

あるが,し か しなが ら現行 の地方交付税であ る限 りは,決 して高 く評価 すべ き

ではない。

なぜ なら,地 域不均等発展やナ シ ョナル ・ミニマムを背景 に して,中 央 集権

的財政構造 を前 もって国家がつ くったため,歳 入 の中央集権 化につれて特 に農

村地方の税収が少 ない ことは当然 の ことであろ う。それ を理 由に して地方交付

税 を交 付す ることによ って財源 を保 障 しなが ら地方 自治体,地 方財政 を統制 し

よ うとしているのだか ら,財 源が保障 され るのは極 めて当 り前 のことである。

したが って,こ の当然の ことを高 く評価 すべ きではない。問題 は,こ の当然の

こ とか ら,む しろ地方 自治体が よ り強力 に統制 され てい るとい う現実 を看 過 し

てはな らない。

要す るに,補 助金を都市 に傾斜 させ ることに よってまず都市 財政 を管理 ・統

制 し,そ してほぼ同様の金額,同 様 の性質の地方交付税 を農 村に傾斜 させ,農

村財政 までは っき り統制す ることに よって,中 央政府は全国の どの地方 自治体

にお いて もほぼ均等に地方財政 を統制す ることがで きるとい う意味 で地 方財政
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統 制 を最 大 化 して い る2P。 つ ま り,補 助金 が都市 向 け の財政 統 制 の 手段 であ る

とい えば,現 行 の地 方交 付税 は,特 に農 村地 方 へ の政 権 党 の政 権 維 持 の た めの

集 票 手段 や地 方 自治体 へ の官 僚 統制 の手 段 とな って い る と言 え よ う。

以上 の よ うに,国 は補 助 金 と地 方交 付 税 を合 わせ,都 市 と農 村 を問 わず地 方

財 政 を全 国 的 に統制 を均 等 化す るこ とによ って,国 家 にお い ては,こ れ が地 方

財 政 統制 を最 大 化 す る とい うナ シ ョナル ・マ ク シマ ム財政 統 制 を実現 して い る

の で あ る。補 助 金や 地方 交 付税 を通 じて ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムを保 障 す る とい

うシステ ムは,要 す るに ナ シ ョナ ル ・マ クシマ ム(地 方 財 政統 制 の最 大化)を

達 成 す る シス テ ム とな って い る。 これ がナ シ ョナ ル ・ミニ マ ムに よる ナ シ ョナ

ル ・マ クシマ ム統制 で あ り,ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムに よる住 民生 活 にお け る画

一 的 な 「低水 準 ・高 統制 」 の現 象 なの であ る。

こ うした ナ シ ョナル ・ミニマ ムの保 障 の手段 と して の補 助 金 と地 方 交 付税 に

そ の財源 を依 存 してい る大 部分 の地 方 自治体 は 財 政危 機 に 陥 って22㌧ 国 の決 め

.た画 一 的 な事 業 しか で きず,地 域住 民 の創 意 性 の 発揮 に よ る独 自的 な地 域づ く

りや 人 間潜 在 能 力 の開 発 の機 会 が 抹殺 され て い る ので あ る。

したが って,補 助金 の廃 止 は もち ろん ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムの思 想 も現行 の

垂 直 的 な財 政調 整 制 度 で あ る地 方 交 付 税 も排 除 しな けれ ば な らない。 そ のた め

には,補 助 金 お よび垂 直的 財 政 調整 制 度 を廃 止 した うえ,水 平 的 財政 調整制 度

の み を可能 に させ る ロー カル ・ミニマ ム論 を確 立 してい くほ か は ない の で あ る。

そ うす れ ば ナ シ ョナ ル ・マ クシ マ ム統 制 は あ りえず,さ らに住 民生 活 に お け る

画 一 的 な 「低 水 準 ・高統 制」 の システ ム もな くな るの で あ る。

IIIシ ビル ・ミニ マム論 の意義 とそ の 限界

1.シ ビル ・ミニマ ム論 と革 新 自治体

21)拙 稿 「地方 財政統 制手 段 と しての地 方交付 税 一交 付税 に よるナ シ ョナル'マ クシマム統制 につ

い て〈・〉」 経済 論裟4・5・6号,1991年,77-78ペ ージ.裏5お よび図2参 照 され た い・

22)地 方 財政 の危機 の本質 につ いて は,拙 稿 「地方財 政危機 の原 因 としての地域 不均等 発 展(2)」経

済論叢146巻3・4号,1990年,12§2-114ペ ージ を参照 され たい。
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(1)シ ビル ・ ・ミニマ ム論 の 現代 的意 義

この よ うな性 格 を持つ ナ シ ョナル ・ミニマ ムの思 想 に対 す る反発 の一 つ の試

み と して,日 本 では 未熟 であ りなが ら 竜登 場 した のが 以下 の シ ビル ・ミニマ ム

論 で あ った。 シ ビル ・ミニマ ム とい う言 葉 は,1960年 代 の前 半 に,ナ シ ョナル

・ミニマ ム を も じって松 下 圭 一教 授 が造 語 し提 唱 した。

提 唱 者 の松 下 圭 一 教授 は,シ ビル ・ミニマ ム とい うの は,現 代 にお け る 「都

市 生 活 規 準」 と規 定 し,二 重 の意 味 で位 置 づけ た。 第一 は,工 業 社 会 ない し都

市 にお け る市 民 の 現 代的 な 「生 活権 」 と して の社 会保 障 ・社 会 資 本 ・社 会 保 健

を市 民 の権利 と し,一 定 の基準 を保 障す べ きで あ る とい う意 味 で あ り,第 二 は,

自治体 の 「政 策 公準 」 とい う性 格 で あ って,こ れ を各地 方 自治体 が 自 ら設 定 す

る とい う意 味 であ る28)。

この シ ビル ・ミニマ ムは ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムの反 省 か ら出発 して い る。松

下 圭 一教 授 は,「 ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムが ともす れ ば低 い,そ れ もパ ラパ ラの

法 律規 準 に と どま りが ち な現 状 にた い して 自治 体 が,そ れ ぞれ 自治体 の特殊 性

を反 映 しなが ら,独 自に都 市 生 活 シス テ ムの公 準 と して シ ビル ・ミニマ ム を設

定 し.自 治体 にお け るそれ ぞれ 独 自の シ ビル ・ミニマ ムの実 現 が,自 治体 相 互

に波 及 効 果 を もた らす と と もに,そ の結 果 と して住 民 生活 シス テ ムの公準 と し

て の ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム を国 民 自体 が 自主 的 に押 し上 げ てい くとい う政 治効

果 が そ こで追 求 され てい るので あ る」24)と 述 べ た。

この よ うに,ナ シ ョナ ル ・ミニマ ムが社 会保 障 を中心 とす るの に対 して,シ

ビル ・ミニマ ムは 社会 保 障 ・社 会 資 本 ・社 会保 健 の3領 域 にお い て も最低 基準

を設 定 す る必 要 が あ る とい うこ とと,ま た ナ シ ョナル ・ミニマ ムが国 に よ る画

一 的 な低水 準 の政 策課 題 を表 してい るの に対 して ,シ ピル ・ミニマ ムは都 市 自

治 体 の市 民 に よ る よ り高 い水 準 の政 策 基 準 の 自主 設定 を意 味 して い る。 要 す る

に,画 一 的 な低水 準 のナ シ ョナル ・ミニ マ ム と都 市市 民 の よ り高 い行 政 水準 へ

23)松 下 圭 一 「シ ビ ル ・ ミニ マ ム の 思 想 」 東 京 大 学 出 版 会,1984年,273ペ ー ジ。

24)同 上,275ペ ー ジ。
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の要 求 との対 立 ・矛 盾 の 中 で,シ ビル ・ミニマ ム論 は登場 した と言 え よ う。

ところ で,シ ビル ・マ ク シマ ムで は な く,な ぜ シ ビル ・ミニマ ムで な けれ ば

な らない のか25)に つ い て,松 下 圭 一教 授 は次 の よ うに明確 に して い る。 つ ま り

「シ ビル ・ミニマ ムの保 障 は マ ル クス的 用語 で い えば 「必 要 の王 国」 の保 障 で

あ る。 した が って シ ビル ・ミニ マ ム を こえ る生 活欲 求 さ らに生 活 理想 ・文 化価

値 につ い て はル ール が確保 され るか ぎ り 「自由の王 国」 にゆだ ね られ るべ きで

あ って,シ ビル ・マ クシマ ムは不 必 要 なの で あ る。 ミニマ ムの 設 定 は いわ ゆ る

画 一 化 を意 味す るの では な く多 元化 の必 要 前提 と して理解 され なけれ ば な らな

い。」26)と述 べ,市 民 の 自由 を阻害 す る 「必 要 の王 国」 を ミニマ ムに し,市 民 の

自 由お よ び創 造 性 を発揮 させ る 「自由 の王 国」 の保 障 を重 要視 し,地 方 自治 体

お よび市 民 の創造 性 を強 調 した ミニマ ム論 を展 開 した こ とは注 目に値 す る。

こ うい う意 味 で,マ クシマ ムが ミニマ ムで あ ってz7),こ の シ ビル ・ミニ マ ム

の充足 に よって ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム を設 定 した基 準 の上 昇 を図 って い くとい

う ことで あ る。

以上 の よ うに,シ ビル ・ミニマ ム論 は,住 民 の た え ざ る欲 望 水準 の上 昇 を行

政 に反 映 させ る とい う意 味 で の ミニマ ム で あ り,こ の点 が,シ ビル ・ミニマ ム

論 の きわ だ った進歩 性 で あ る28'。要 す る に,シ ビル ・ミニ マ ム論 は,国 に よ る

画 一的 な低水 準 の行 政 に反発 して,特 に都市 市 民 の よ り高 い水 準 の要 求 を,地

域 の実 情 に基 づ い て,都 市 自治 体 が主 体 と なって そ の ミニマ ムを設定 しそ の水

準 を向上 して い くとい うこ とを提 起 した 点 では,今 日にお い て もそ の意 義 は 決

して少 な くない。 そ して,よ り重 要 な意 味 は,こ の思 想 が革 新 自治体 に よ って

実 際 に行 政 に反 映 され た とい うこ とで あ る。

25)シ ビ ル ・ ミ ニマ ム で は な く シ ビル ・マ ク シ 「'ム にす べ きで あ る とい う指 摘 もあ っ た 。 例 えば,

当 時 電 力 中 央 研 究 所 主 査 研 究 員 で あ っ た天 野 博 正 氏 は,「 シ ビル ・ ミニ マ ム を生 活 権 と規 定 し よ

う とす る な らば,権 利 と し て の シ ピル ・ ミニ マ ム を指 向 す べ きで は な く,逆 に,シ ピル ・マ ク シ

マ ム を指 向す る の が,当 然 で は な か ろ うか 。」 と。 天 野 博 正 「シ ビル ・ ミニ マ ムか ら シ ピル ・マ

ク シマ ム へ」 都 市 問 題65巻,1974年,43-44ペ ー ジ。

26)松 下 圭 一,前 掲 書,296ペ ー ジ。

27)松 下 圭 一 「都 市 政 策 を考 え る」 岩 波 新 書,ユ971年117ペ ー ジ。

28)池 上 惇 ・山 下 健 次 ・林 堅 太 郎 「地 方 自治 と シ ビル ・ ミニ マ ム」 法 律 文 化 社,1978年,32ペ ー ジ。
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(2)シ ビル ・ミニマム論の革新 自治体 への貢献

その代表的な例 は,1968年 美濃部革新都知事 の下 で策定 された 「東京都中期

計画」(い わゆるシ ビル ・ミニマム計画)で あ った。東京都中期計画は,国 な

どの上位計画 と関係 な く自主的 な自治体計画 として,大 都市 における生活需要

をシビル ・ミニマム として具体的 に示 し,そ の 目標達成へ の事業計画 を提示 し

た ものであ り,そ の後 の各都市の総合計画 の策定 に大 きな影響 をあた えた29)。

この東京都中期計画が,ナ シ ョナル ・ミニマムとは別 にシ ビル ・ミニマムを設

定す る理 由として,地 方交付税や国庫補助金の制度 によって保障 されてい るナ

シ ョナル ・ミニマムがあま りに低水準 であ ることをその理 由にした3。〉。

さらに,1970年 ユ0月には全国革新市長会が 「革新都市づ くり綱領」 を発表 し,

シ ビル ・ミニマム策定 のための具体的な方向 を提示 した。つ ま り,国 の画一的

な低水準 のナ シ ョナル ・ミニマ ムの基準 を超 えて,革 新 自治体 が 自主的な水準

を決定す ることによって国の政策の転換 を図 ってい くとい うものであった。要

す るに,東 京都中期計画 も革新都市づ く り綱領 も,結 局はナシ ョナル ・ミニマ

ムの画一的な 「低 水準 ・高統制」 を排除 しようとした ものであ った と言 えよ う。

この.ようになシ ビル ・ミニマ ムの思想 に立脚 した革新 自治体 は.実 際にある

程度は住 民の要求に応 えて,従 来の経済成長優先の官僚的中央集権 行政に対抗

して,次 の4点 において成果 をあげたのであ る。

第1は,環 境問題 についてである。 自治体 の公害防止条例な どの先駆的施策

が,70年 の公害対策基本法 の前面改正 によって環境政策 を経済 との調和 の枠 内

にお さめ る規定 を削除 させるな ど,国 政 レベル での環境保 全優先策 の推進 に大

きな影響 を及ぼ したのである。第2は,福 祉 についてであ る。保 育所や老人医

療費無料化な どにみ られ るよ うに,そ れ までの中央政府 に よる救貧行政的な福

祉 か ら,全 住 民を対 象 とした市 民福祉への転 換の大 きな契機 とな った。第3は,

住 民参加につ いてである。草 の根保守主義 といわれ る有力者の間での根回 し行

29)藤 田武夫 「現代 日本 地方財 政史(上 巻)」 日本評論 社,1976年,51ぺ 「 ジ。

30)池 上惇 ・]]下健 次 ・林堅 太郎,前 掲 密,225ペ ージ。
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政 か ら,草 の 民主主 義 へ の転 換 の大 きな一歩 とな り,も はや どの 自治体 で あれ,1

住 民参 加 を否 定 で きない 状況 をつ く りだ した。 また,職 員参 加 な ど行政 機 構 内

部 の民主 化 に も大 き く貢 献 した 。第4は,自 治体 の課 税 自主 権 の行 使 につ い て

で あ る。 自治 省 の執 拗 な反対 を押 し切 って,東 京 都 は74-75年 にか け て,法 人

2税 の不 均 一 超過 課 税 を実施 す る とい う大 きな成 果 を あげ た。 これ は 日本 初 め

て 自治体 が課 税 自主 権 を行 使 して 大法 人 に増 税 を行 った 竜の で あ った81)。

しか し,シ ビル ・ミニマ ム論 に立 脚 した革 新 自治体 は,多 少 の 成果 を挙 げ る

こ とに と どま り,行 財 政 に おけ る根 本 的 な改 革 は で きず,中 央 集 権 の強 化 に よ

って1970年 代 末革 新 自治体 は挫折 し,そ れ に伴 い シ ビル ・ミニマ ム論 もその影

を潜 めて いた の で あ る。 そ の理 由 を端 的 に い えば,シ ビル ・ミニマ ム論 は,ナ

シ ョナ ル ・ミニマ ム論 の画 一 的低 水準 とい う面 は優 れ て指 摘 して い て も,そ の

ナ シ ョナル ・ミニマ ム論 の中央 集 権 とい う属性 に対 して は具体 的 な打 破策 を含

め て い なか った か らであ って,し た が って シ ビル ・ミニマ ム論 は 中央 集権 的 な

ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム論 に よってむ しろ打 破 され て しま った と言 え よ う。

2.シ ビル ・ミニマ ム論 の限 界

この シ ビル ・ミニマ ム論 の決 定 的 な欠 点 あ るい は 限 界 につ い て ぽ,次 の3点

を指摘 す る こ とが で き る。

まず 第1は,シ ビル ・ミニマ ム論 は,ナ シ ョナ ル ・ミニマ ム論 の画 一的 な低

水 準 に対 して は強 く反 発 して い た。 しか し,ナ シ ョナ ル ・ ミニマ ム論 の実 際 的

な 作 用 で あ る中央 集権 の問 題 の打 破 に対 して は根本 的 な対 策 が欠 け てい た の で

あ る。 この欠点 こそ,シ ビル ・ミニマ ム論 が定 着 ・発 展 で きない限 界 で あ った

と言 えよ う。 つ ま り,当 時 の都 市 問題 の激 化 あ るい は都市 市 民 の低 い行政 水 準

とい うのは,管 財 癒 着 の官 僚的 中央 集権 に大 きな原 因 が あ った の だか ら,結 局

は行 財 政権 限 の地 方 委譲 を通 じて中央 集権 を打 破す る ことが先 決 問題 で あ った

に もか か わ らず,こ れ に対 して の根 本対 策 が なか った とい うこ とであ る。

31)池 上 惇 ・重 森暁 ・植 田和弘 「地方 財政論」1990年,20ペ ージ。
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これ につ い て は山下 健 次 教 授 が,「 シ ビル ・ミニマ ム論 は,生 活 侵 害発 生 シ

ス テ ム を問題 しない で,あ るべ き政 策公 準 をた て ,自 治体 に よ るその達 成 率 を

問 題 にす るの では,結 局,侵 害 発 生 シス テ ムを温 存 し免 責 し,そ の後 始 末 を 自

治 体 に押 しつ け る こ とに な る。」82)と批 判 した よ うに,生 活 侵 害 を認 めた上 で の

シ ビル ・ミニマ ム であ ったか ら,そ の生 活 侵 害 発生 の原 因 で あ る中 央 集権 の打

破 は で きない の で あ った。

さ らに池上 惇 教授 も シ ビル ・ミニマ ム論 は,国 家 権 力 に よ る住 民 の地 域 的

支 配 の単位 が,住 民 の く らしの組 織 に転 化 され 発展 され て ゆ く歴史 的 な経 過 と

展 望 が ない と批判 し,都 市政 策 の全準 と して シ ビル ・ミニマ ムの実 行 に よ って

地 域住 民 への 高 い行政 水 準 を実 現 しつつ,全 国的 レベル の 行政 基準 へ と発 展 し

て い くた め には,自 治体 の公 的所 有 と直 接 的 規 制 を拡 大 して大企 業 の営業 の 自

由 を規 制 す る もの とな らざ る をえ な いが,大 企 業や 官僚 機 構 の統 制 は,一 地 方

や 一地 方 団体 の手 で な し うる もの で は ない。 したが って全 国的 規模 にお け る大

企 業 と官 僚 機 構 の民 主 主義 的 規 制 の課 題 を,地 方 自治拡 充 の課 題 と並 行 して進

め なけれ ば な らない88)と 指 摘 した の であ る。`

以上 の よ うに,シ ビル ・ミニ マム論 は中央 集 権 の打 破 の対 策 が な か った だ け で

な く,こ の 中央 集権 の打 破 は,シ ビル ・ミニマ ム論 が重 要 視 して い る大 都 市 の

手 のみ で は で きな い。 した が って,ロ ー カル ・ミニマ ム論 に立 脚 して,全 地 方

自治体 とそ の住 民 の手 で,地 方 分権 的 な行財 政 制度 の確 立 な く して は,シ ピル

・ ミニマ ムあ るいは地 域 住 民 の創 意 に よ る地 域 づ く りは決 して あ りえ ない の で

あ る。

第2は,シ ビル ・ミニマ ム論 は,地 域 不 均等 発 展 の問 題 とそれ に伴 う地 方財

政 調整 の問 題 をま った く考 慮 して ない 「大都 市 重 視論」 で あ っ た こ と も大 きな

欠点 で あ り,シ ビル ・ミニマ ム論 の限 界 で あ った と言 えよ う。

つ ま り,大 都 市 の場 合 には,財 源 の可 能性 が あ るか らシ ビル ・ミニマ ム を適

32)池 上 惇 ・山 下 健 次 ・林 堅 太 郎,前 掲 書,59ペ ー ジ。

33)同 上,25ペ ー ジ,34ペ ー ジ参 照 。
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用 す るこ とが で きるが,財 政 力 の貧 しい地 方都 市 や農 村部 では,シ ビル ・ミニ

マ ムは行 政 目標 として な りに くい3り。 それ に加 えて,シ ビル ・ミニマ ム論 は,

財 政 力 の 貧 しい中小 都 市 や農 村 地 域 の財 政 力 をい か に して保 障 しなが らシ ビル

・ミニマ ムを達 成 させ るか とい う地方 財 政 調整 の 問題 に対 して ぽ ま った く考 慮

して いな か った の で あ る。

実 際 に,シ ビル ・ミニマ ムが 反映 で きた の は全地 方 自治体 の全 住 民 で は な く,

大 都 市 の革 新 自治体 で あ って,し か もその革 新 自治体 の最 高;期で あ って も総 人

口の約30%の 住 民 しか 反映 す る こ とが で きなか った の であ る。 これ は,ま さ に

「3割 自治」 にふ さわ しい 「3割 水 準」 に ほか な らなか った とい って も言 い過

ぎでは な い であ ろ う。

要 す るに,シ ビル ・ミニマ ム論 は財政 力 の あ る大 都 市地 域 の 都 市生 活 の 基準

で あ って,財 政 力 の貧 しい中 小都 市 や農 村 地 域 を排 除 す る 「都 市 重視 論」 で あ

った 。 したが って,財 政 力 の 貧 しい地方 自治体 の財 政 力 を民 主 主義 的 に保 障す

る水 平的 財 政 調整 制 度 を必然 化 させ る ロー カル ・ミニ マ ム論 を確 立す る こ とに

よ って,こ の ローカル ・ミニマ ムが どの地 方 自治 体 にお い て も適 用 で きる よ う

に保 障 しなけれ ば な らない。

第3は,シ ビル ・ミニマ ム論 は,農 村 の都市 化 とい う 「汎都 市 化」 を前 提 に

して い るか ら,そ れ ぞれ の地 方 自治体 の固 有機 能 あ るいは それ ぞれ の 地域 の特

性 を無視 した とい うこ と も大 きな欠点 で あ った と言 え よ う。

つ ま り,松 下 圭 一 教授 は,「 汎都 市 化 の時代 であ る今 日,都 市対 農 村 とい う

対 立 は消 失 し,農 村 の生 活様 式 が都市 化 す る と と もに,農 村 の部 落 は 過疎 化 の

過程 で農 業 地域 の なか の都 市 とい う農 業 都 市 へ と集 約再 編 され な けれ ば な らな

い ので あ るか ら,シ ビル ・ミニマ ムは農 村 自体 にお い て もまた提 起 され るべ き

もので あ るこ とを附 記 してお か ねば な らな い。」85〕と述 べ,農 村 に おい て も,農

村 の都 市 化 を前 提 した シ ビル ・ミニマ ムの適 用 を求 め てい た。

34)宮 本 憲 一 「都 市 経 済 論 」 筑 摩 書 房,1987年,61ペ ー ジ 。

35)松 下 圭 一 「シ ビ ル ・ ・ミニ マ ム の思 想 」277ペ ー ジ。
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しか しなが ら,財 政力の貧 しい中小都市や農村地域 には実際 にはシ ビル ・ミ

ニマムの適用がで きない状態 であ り,し か もこれ を適 用で きるよ うな財源保障

の前提 もない ままに農村 の都市化 を無批判的に前提 した上 での シビル ・ミニマ

ム論 は,理 論 的に も成 り立た ないのであ る。

さらに,松 下圭一教授 のよ り大 きな間違いは農村の都市化 を求 めた とい う点

にある。農村 は農村 な り『に都市 は都市 な りにその地域 の固有 の価値 あ るいは機

能 を もってお り,そ れぞれの地域はそれぞれ の地域の特性 をもってい るか ら,

都市の発展,農 村の発展 あるいは地域の発展 とい うのは,そ れぞれ の地域 の固

有価値 を見出 し,そ れ を活かす ことであ ると言 えよう。 したが って,農 村 の発

展 とは,決 して必ず しも農村 の都市化ではないのであ る。

以上 の ように,シ ビル ・ミニマム論 の欠点 あ るいは限界は,中 央集権の打破

に よる地方分権的 な行財政制度 の確立への具体的方向が提示 されなか った点 と,

また地域不均等発展 の問題 とそれに伴 う地方財政調整の問題 をまった く考慮 し

なかった ことによって全 自治体の全住民 を対象 にしたのではな く一部 の大都市

政策に過 ぎなか った点 と,さ らに農村の都市化 を前提す ることによ って農村 と

都市あ るいは地域それ ぞれ の固有 の機能や特性 を無視 した点,こ の3点 にある

と言 えよ う。 この中で も最 も重要 な原因は,い うまで もな く中央集権 の打破が

で きなか った ことである。中央集権 を打破す る ことので きないシビル ・ミニマ

ム論は,結 局中央集権 のナ ショナル ・ミニマム論 によってむ しろ打破 され て し

まったのであ る。

したが って,ナ シ ョナル ・ミニマ ムの思想 もシビル ・ミニマムの思想 も果敢

に捨てて,本 稿の提唱す る以下の ローカル ・ミニマ ム論への転換 を求 めなけれ

ばな らない。


